
保険医療課

個人情報取扱事務一覧表

実施機関名： 市長 ※マイクロフィルム、図画・地図、写真ファイルには「図画」の項に記入されるべきものを含む。

部署名　　　： 保険医療課 ※光磁ディスク、磁気テープには、「電磁的記録」の項に記入されるべきものを含む。

情報の種類 収集方法 収集時期 電算処理 記録形態

事務の名称 事務の目的 個人情報の対象となる者の範囲 基礎的事項 学歴職歴的事項 心身的事項 財産的事項 その他

本人 本人 定期 随時 有 無

処理
方法

文書 図画
光磁
気 磁気

ﾏｲｸ
ﾛ 図画 写真

（電磁
的記
録） (電磁的記録） 事務の 事務の

氏名 住所 性別 年齢 生年 国籍 本籍 親族 婚姻 電話 従前 移転 世帯 家族 個人 その他 学歴 学業 職業 職種 職位 職歴 資格 勤務 勤務 賞罰 団体 その他
障
がい 傷病 健康 その他 資産 収入 公的 取引 課税 納税

その他 その他

以外 的 ﾃﾞｨｽｸ ﾃｰﾌﾟ ﾌｨﾙﾑ 地図 ﾌｨﾙﾑ

ファイル

その他 開始日 廃止日

月日 続柄 有無 番号 住所 先 主 構成 番号 成績 先 住所 加入 有無 歴 状態 内容 所得 扶助 状況 有無 額 サーバ

国民健康保険事業（給付関係） 国民健康保険の給付処理 国民健康保険の給付を受けた者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・参加者番号、・健康マイレー
ジID・アスマイルメールアドレス

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

国民健康保険事業（被保険者資格関係） 国民健康保険の資格取得及び喪失処理
国民健康保険のへの資格取得者
喪失者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

日雇健康保険事業 日雇健康保険の資格取得及び喪失処理 日雇健康保険 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

国民健康保険料減免業務
被保険者からの申請に応じて、国民健康保険
料の減免を決定する

河内長野市国民健康保険被保険者のうち減免
申請者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

国民健康保険料賦課業務
所得及び固定資産の状況を利用して、世帯ごと
に国民健康保険料を決定する

河内長野市国民健康保険被保険者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

国民健康保険料（国保料）の収納業務

国保料の収納（口振、自主、組合）か過納となっ
た国保料の充当及び還付・各種電算リストの管
理・納付証明書の発行・納組奨励金の交付等
の業務

国保料納付業務者（世帯主）法定代理人
納付組合長、組合員
金融機関

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

国保料の滞納整理業務

督促・催告状の発送→滞納状況の分析を行
い、一斉徴収等により滞納国保料の回収（分割
含む）又事由により執行停止及び不能欠損処
分を行う

滞納者及び代理人又は管財人
金融機関

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

老人医療費助成事業
65歳以上の老人に対し医療費の一部を助成す
ることにより、老人の健康の保持及び福祉の増
進を図ること

65歳以上で次の一つに該当する者
①重度障がい者医療費助成事業対象者
②ひとり親家庭等医療費助成事業対象者
③特定医療（指定難病）受給者証を持つ者
※一部対象外の難病あり
④結核の通院医療費助成を受けている者
⑤精神の通院医療費助成を受けている者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

ひとり親家庭等医療費助成事業
母子家庭に対し医療費の一部を助成することに
より生活の安定と児童の健全な育成を図る

①18歳未満の児童及び18歳に達した日からそ
の日以後における最初の3月31日までの間にあ
る児童
②①の児童を監護する父又は母及び養育者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

重度障がい者医療費助成事業

重度障がい者に対し医療費の一部を助成する
ことにより、その健康の維持及び生活の安定に
寄与し、もって重度障がい者の福祉の増進を図
る

身体障害者手帳　1,2級所持者
知的障害の程度が重度の者
身体障害者手帳を所持し、かつ知的障害の程
度が中度の者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

子ども医療費助成事業
乳幼児に係る医療費の一部を助成することによ
り乳幼児の健全な育成に寄与し、もって児童福
祉の向上を図る

0歳から15歳に達した日以後における最初の3
月末日までの者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

後期高齢者医療制度運営業務 後期高齢者医療制度運営のため
後期高齢者医療制度被保険者
その同一世帯

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

母子保健・養育医療給付事業
母子保健法第20条による未熟児養育医療給付
業務のため

未熟児
その同一世帯

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

「第3期河内長野市国民健康保険保健事業実
施計画（第3期データヘルス計画）及び第４期河
内長野市国民健康保険特定健康診査等実施
計画」への市民意見募集に係る業務

第3期河内長野市国民健康保険保健事業実施
計画（第3期データヘルス計画）及び第４期河内
長野市国民健康保険特定健康診査等実施計
画市民等から意見・提言及び専門的な知識等
を求めるため

市内に在住、在勤、在学の人
市内で活動している団体
市内に事業所を有する事業者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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